
 
有線テレビジョン放送加入契約約款 

  
第１章 総則 

 

 

第１条（約款の適用） 

リバーシティ・ケーブルテレビ株式会社(以下｢当社｣といいます。) 

は、この有線テレビジョン放送加入契約約款（料金表を含みます。以下「約款」

といいます。）により、当社が設置する有線テレビジョン放送施設によるサービ

ス（付帯するサービスを含みます。）を提供します。 

２．当社が提供する有線テレビジョン放送施設によるサービス以外のサービス

については、別に定める契約約款および規約等を適用するものとします。 

 

第２条（約款の変更） 

当社は、総務省に届け出た上で、この約款を変更することがあります。この場

合には、料金その他の提供条件は変更後の約款になります。 

２．当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあ

ります。 

 

第３条（用語の定義） 

この約款において使用する用語は、有線テレビジョン法（以下「法」といいま

す）において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。 
用語 用 語 の 意 味 

有線テレビジョ

ン放送施設 

当社が有線テレビジョン放送を行う為の機械、器具、電線その他

の電気的設備 

放送サービス 有線テレビジョン放送施設を利用して映像、音響及び符号等を送

信すること 

自主放送 月額基本利用料の範囲で行なうアナログ放送サービスの CS 放送

および当社が制作する番組放送 

加入契約 当社から放送サービスを受ける為の契約 

加入申込 加入契約の申込 

加入申込者 当社に加入契約の申込みをする者 

加入者 当社と加入契約を締結した者 

引込設備 加入者が放送サービスを受信する為、有線テレビジョン放送施設

に接続された引込点（タップオフ）から加入者宅の保安器までに

設置された引込線および機器 

宅内設備 加入者が放送サービスを受信する為、加入者宅の保安器の出力端

子から受信機までに設置された宅内線 

加入者施設 引込設備および宅内設備の総称 

アナログ放送サ

ービス 

当社と契約を締結し、その対価を支払った場合にのみ当社のアナ

ログ方式による番組を視聴できるようにするサービス 

デジタル放送サ

ービス 

当社と契約を締結し、その対価を支払った場合にのみ当社のデジ

タル方式による番組を視聴できるようにするサービス 

ホームターミナ

ル（ＨＴ） 

アナログ放送サービスを受信する為に受信機に接続されたコンバ

ーター。 

セットトップボ

ックス（ＳＴＢ） 

デジタル放送サービスを受信する為に受信機に接続されたコンバ

ーター。 

受信機 加入者宅内のテレビ受像機及びＦＭ受信機 

B-CAS カード セットトップボックスに挿入されることによりセットトップボッ

クスを制御する、IC を組み込んだ B-CAS が貸与するカード 

B-CAS 限定受信システムカード（B-CAS カード）を管理する会社 

株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略 

C-CAS カード セットトップボックスに挿入されることにより、セットトップボ

ックスを制御する、IC を組み込んだ当社が貸与するカード 

 

 

 

 

 

第２章 契約 

 

第４条(加入契約の単位) 

加入契約の単位は、世帯(同一の住居および生計をともにする者の集まり又は独

立して居住もしくは生計を維持する単身者)又は法人とします。ただし、同一の

世帯又は法人に２以上の加入者引込線を要する場合は、加入契約の単位を加入

者引込線とします。 

 

第５条(加入契約の成立) 

加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承諾し、別に定める加入申込書に所

要事項を記入捺印の上当社に申込み、当社がこれを承認したとき成立するもの

とします。 

２．当社は、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾

しないことができるものとします。 

（１） 当社のサービス提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場

合 

（２） 加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど本

約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合 

（３） 加入者申込書の記載事項に虚偽、不備（名義、捺印、識別のための番号

及び符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます。）がある場合 

（４） 加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあ

ると認められる場合 

（５） 加入申込者が未成年者、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人

の同意が得られない場合。 

（６） 料金等のお支払方法について、当社が定める方法に従っていただけない

場合 

（７） 加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合 

（８） その他、当社の業務に著しい支障がある場合 

３．有料番組を利用する場合には、加入者は、有料番組ごとに申し込んでいた

だきます。ただし、一部の有料番組の会社が定める所定の様式に記入する場合

のほかは、電話等により当社に申し込むことができるものとします 

４．一部の有料番組については、二十歳未満の加入者、学生の加入者は利用で

きないことがあります。 

５．当社は、本人姓および年齢確認のために身分証の提示を求める場合があり

ます。 

 

第６条（最低利用期間） 

 

放送サービスには、１年間の最低利用期間があります。 

２．加入者は、サービス提供を開始した日の属する月を１と起算して１年間の

契約期間内に契約の解除があった場合には、当社が定める期日までに、料金表

の定めにより解除料を支払っていただきます。 

３．当社は、次に該当する場合には、前項の適用はしません。 

（１） 当社の放送サービス提供区域内へ転居する場合で、引き続き転居先で当

社の放送サービスの加入申込を行う場合 

（２） 第８条（停止および解除）第３項および第４項の規定により、当社が加

入契約を解除する場合 

４．加入者が第１０条（放送サービスの変更）をした場合は、変更前のサービ

スの契約期間と変更後のサービスの契約期間を合算し、１年の期間を満たさな

い場合に、解除料を支払っていただきます。この場合は、契約の解除があった

時点のサービス料に相当する額に、残余の期間を乗じて得た額を支払うものと

します。 
利用期間 違約金 
２ヶ月未満 残契約月数×月額料金の 80% 
６ヶ月未満 残契約月数×月額料金の 60% 
１２ヶ月未満 残契約月数×月額料金の 40% 
 

第７条（解約） 

 

加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の１０日以

上前に文書により当社にその旨を申し出るものとします。 

２ 加入者は解約しようとする場合、第１４条（利用料）の規定による利用料

を含む全ての料金（解約月の月額利用料も含む）を当該解約の日の属する月ま

でに精算するものとします。 

３ 解約の場合、加入契約料の払い戻しはいたしません。 

４ 解約の場合、当社はサービスの提供を停止し、機器等を撤去し、加入者は、

撤去費用実費を負担します。ただし、撤去にともない加入者が所有もしくは占

有する敷地、家屋、構造物等の回復を要する場合には、加入者が自己の負担で

その復旧工事お行うものとします。 

５．加入者は本条に定める解約、および第８条（停止および解除）に定める解

除の場合、直ちに機器等を当社に返却するものとします。なお、当社に返却が

ない場合には、当社は、料金表に定める損害金を請求します。 

６．加入者は、加入契約を解約した場合、加入契約の解約に伴う別に定める工

事費をお支払いいただきます。 

 

第８条 (停止及び解除) 

当社は、加入者において利用料または各種料金の支払を遅延した場合、支払を

怠る恐れがある場合、またはこの約款に違反する行為があったと認められる場

合及びその恐れがある場合は、加入者に催促した上でサービスの提供を停止あ

るいは加入契約の解除をすることができるものとします。なお、停止の場合は

第１１条（一時停止および再開）の規定を、解除の場合は第７条（解約）の規

定に準じて取り扱います。 

２．前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催

告をしないで、サービスの提供を停止すること、また、催告をしないで直ちに

停止し、その加入契約を解除することがあります。 

３．当社は、当社または加入者の責めに帰すべからざる事由により、サービス

の提供にかかわる当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサー

ビスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。この場合

には、当社は、そのことを事前に加入者に通知するものとします。 

４．共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている加入

者については、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するも

のとします。この場合には、当社は、そのことを事前に加入者に通知するもの

とします。 

 

 

第３章 サービス 

 

第９条(当社が提供するサービス) 

当社は、当社がサービスを提供している区域(以下｢業務区域｣といいます。) 内

において、加入者に次のサービスを提供します。なお､放送事業者のテレビジョ

ン放送には、加入者が有料の視聴契約を当該放送事業者と締結することによっ

て視聴できるもの(以下｢有料番組サービス｣といいます。) を含みます。 

（１） ケーブルテレビサービス 

（ア）基本番組サービス 

放送法第２条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送および超

短波放送の内当社が定めた放送の同時再送信サービス、ならびに次

号のケーブル有料番組サービスを除く当社による自主放送サービス 

（イ）有料番組サービス 

放送法第２条に定める「委託放送事業者」が行う有料放送サービス。

ただし、有料番組サービスはケーブルテレビ基本番組サービスをご

利用いただく場合に限りご利用いただけます。 

（２） ＲＣＣ ＴＶデジタルサービス 

（ア）ＲＣＣ ＴＶデジタル基本番組サービス 

放送法第２条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送、データ



 
放送およびラジオ放送のうち、当社が定めた放送の同時再送信サー

ビス、ならびに次号のＲＣＣ ＴＶデジタル有料番組を除く当社に

よる自主放送サービス 

 

（イ）ＲＣＣ ＴＶデジタル有料番組サービス 

放送法第２条に定める「委託放送事業者」が行う有料放送サービス。

ただし、有料番組サービスはＲＣＣ ＴＶデジタル基本番組サービ

スをご利用いただく場合に限りご利用いただけます。 

（３）その他のサービス 

  当社が別途定めるその他サービス 

 

第１０条（放送サービスの変更） 

加入者は、放送サービスの変更を申込むことができます。 

２．放送サービスの変更の場合には、第５条（加入契約の成立）の規定に準じ

て取り扱います。ただし、別に定める加入申込書の所要事項の記入捺印を省略

し、電話等により当社に申込むことができるものとします。この場合、当社は、

加入申込者に承諾内容を確認する書類を交付することがあります。 

３．変更の申込を当社が承諾し、工事を行った場合、加入者は、別に定める工

事費を支払っていただきます。 

４．当社は、加入者の支払遅延等加入者に事情がある場合には、変更を承諾し

ない場合があります。 

５．放送サービスの変更を行った場合には、変更後のサービス料金に従ってい

ただきます。 

 

第１１条(一時停止及び再開) 

加入者は、当社のサービスの提供の一時停止又はその再開を希望する場合は、

当社に文書によりその旨を申し出るものとします。この場合、停止した日の属

する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は、別に定

めます。 

２．前項の一時停止期間は、１ヶ月単位を基本とし、最長６ヶ月とします。 

３．加入者が一時停止を申し出たとき、当社は、次に該当する場合に承諾しま

す。 

（１） 入院、出張、加入者が学生で帰省する等の長期不在になる場合 

（２） 加入者が一時停止の取扱いを受けていた場合で、第２項の期間終了後、

放送サービスを再開した日の属する月から６ヶ月を経過している場

合 

（３） 当社が特に認めた場合 

４．当社は、加入世帯ごとまたは事業者ごとに、一時停止および再開を取り扱

います。 

 

 

第４章 料金等 

 

第１２条（料金の適用） 

当社が提供するサービスの料金は、加入契約料、利用料、付帯サービスに関す

る料金、手続きに関する料金、工事費等とし、料金表に定めるところによりま

す。 

２．料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。 

 

第１３条（加入契約料等） 

加入者は、当社が別に定める料金表に従い加入契約料および引込・宅内工事費

等を当社に支払うものとします。ただし当社は加入契約料、引込・宅内工事費

等を減額することがあります。 

２．加入契約解約後の再加入契約の場合でも、前項の規定に準じて取り扱いま

す。 

３．加入者は、第１０条（放送サービスの変更）を行った場合には、加入契約

料の支払いを要しません。 

 

 

 

 

第１４条（利用料） 

加入者は当社が別に定める料金表に規定する利用料を、以下の起算日から当社

に支払うものとします。 
サービス 起算日 

（１）ケーブルテレビサービス 

 （ア）基本番組利用料 基本番組サービスの提供を受け始めた日の属する

月の翌月から基本番組サービス利用料を毎月支払

うものとします。 

 （イ）有料番組利用料 有料番組のサービスの提供を受け始めた日の属す

る月から有料番組利用料を毎月支払うものとしま

す。 

（２）ＲＣＣ ＴＶデジタルサービス 

（ア） ＲＣＣ ＴＶデジタル

基本番組利用料 

ＲＣＣ ＴＶデジタル基本番組サービスの提供を

受け始めた日の属する月の翌月からＲＣＣ ＴＶ

デジタル基本番組サービス利用料を毎月支払うも

のとします。 

（イ） ＲＣＣ ＴＶデジタル

有料番組利用料 

ＲＣＣ ＴＶデジタル有料番組のサービスの提供

を受け始めた日の属する月からＲＣＣ ＴＶデジ

タル有料番組利用料を毎月支払うものとします。 

（３）その他のサービス利用料 当社と加入者が別途合意によるサービスを受ける

場合には、そのサービスの提供を受け始めた日の属

する月の翌月からサービス利用料等を毎月支払う

ものとします。 

２．当社が第９条（当社が提供する放送サービス）に定めるサービスのうち、

加入者が契約しているサービスの全てにつき、月のうち継続して１０日以上提

供しなかった場合は、当該月分の利用料は、無料とします。ただし、天災地変

その他当社の責に帰すことのできない事由によるサービス停止の場合は、この

限りではありません。 

３．日本放送協会（ＮＨＫ）の定めによるテレビジョン受信料（衛星放送受信

料を含みます）は、当社が設定した利用料には含まれておりません。 

 

第１５条(延滞処理) 

加入者は、料金その他の債務について、当月の支払期日にお支払いがない場合

で、翌月分とをあわせてお支払いいただくことにした翌月の支払期日を経過し

てもなお支払いがない場合（当社が支払を確認できない場合も含みます。）には、

別に定める延滞手数料を加算して当社に支払っていただきます。 

２．前項の延滞処理にもかかわらず、加入者は、料金その他の債務（延滞手数

料は除きます。）について、支払期日を経過してもなお支払がない場合には、当

社が定める期日から支払の日の前日までの日数について、年１４．５％の割合

で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払っていただきます。 

 

 

第５章 施設等 

 

第１６条(施設の設置及び費用の負担等) 

当社は、放送センターから受信機までの施設(以下｢本施設｣という) のうち、放

送センターから保安器までの施設（以下「当社施設」という）の設置に要する

費用を負担し、これを保有するものとします。ただし、加入者は加入者の最寄

りのタップオフから保安器までの引込工事負担金（以下「引込工事費」という）

を負担するものとします。自営柱の建植、地下埋設等を必要とする場合におい

ても、加入者はその費用を負担するものとします。 

２．加入者は、保安器の出力端子からテレビ受信機（当社の機器等を除く）ま

での施設(以下｢加入者施設｣という)の設置工事に要する費用（以下「宅内工事

費」という）を負担し、これを所有するものとします。 

３．加入者は、加入者施設であっても修理等のため移動、取外し、変更等を行

う場合は、当社と協議のうえ行うものとします。これに違反した場合は、加入

者が自己の費用で原状に復するものとします。 

４．共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける加入者に

ついては別途協議するものとします。 

５．当社がこの約款に従って放送サービスを提供するために必要な工事の施工

は、当社または当社の指定する業者が行うものとし、当該工事の保証期間は工

事完了日から１年間とします。 

 

第１７条（設置場所の変更） 

加入者は、次の場合に限り引込線および機器等の設置場所を変更できるものと

します。 

（１） 変更先が同一敷地内の場合 

（２） 変更先が、当社がサービスを提供している区域内であり、技術的に可

能な場合 

２．加入者は、前項の規定により引込線および機器等の設置場所を変更しよう

とする場合は、当社にその旨を申し出るものとします。ただし、移転の工事は

当社または当社の指定する業者が行うものとします。 

３．加入者は、第１６条（施設の設置および費用の負担等）の規定にかかわら

ず設置場所移転に要する全ての費用を負担するものとします。 

 

第１８条（施設の設置場所の無償使用等） 

加入者は、当社または当社の指定する業者が当社施設の設置、検査、修理等を

行うため、加入者の所有または占有する敷地、家屋、構築物等への出入りにつ

いて、便宜を供与するものとします。 

２．加入者は、施設の設置について、地主、家主その他利害関係者があるとき

には予め必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関し後日苦情

が生じたときは、加入者は責任をもって解決するものとします。 

 

第１９条（機器等の貸与） 

当社は、加入者にサービスごとに料金表に定める機器等を貸与します。 

２．加入者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。 

３．加入者は故意または過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理に

かかる実費相当分を、または、紛失および修理不能による場合は、第７条（解

約）で規定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものと

します。 

４．加入者は、当社が必要に応じて行う場合がある機器等の交換、バージョン

アップ作業の実施に同意し、協力するものとします。 

５．当社がこの約款に基づいて貸与する機器等、および設置する設備に必要な

電気は加入者から提供していただきます。 

ホームターミ

ナル 

当社は、当社が提供するアナログ放送サービスを受信するた

めに必要な機器であるホームターミナル本体(以下｢ＨＴ｣と

いいます。) を加入者に貸与し、リモコン等は HT 加入契約１

台毎に１式を加入者に無償供与するものとします。加入者は、

解約時及び解除時にはＨＴを当社に返還するものとします。

なお、加入者が故意又は過失によりＨＴを破損或いは紛失し

た場合には、第８条（解約）で規定する未返却時の機器損害

金を適用し、リモコン等の破損、故障或いは紛失した場合は

有償にて当社より購入することとする。 

セットトップ

ボックス 

当社は、当社が提供するデジタル放送サービスを受信するた

めに必要な機器であるセットトップボックス本体(以下｢ＳＴ

Ｂ｣といいます。) を加入者に販売又は貸与するものとし、リ

モコン等はＳＴＢ加入契約１台毎に１式を加入者に無償貸与

するものとします。また、ＢＳデジタル放送用ＩＣカード(以

下、｢Ｂ－ＣＡＳカード｣といいます。) 及びＣＳデジタル放

送用ＩＣカード (以下、｢Ｃ－ＣＡＳカード｣といいます。) の

取扱いについては、第７章の規定によるものとします。 

２．前項により加入者が当社より購入したＳＴＢについては、



 
ＳＴＢ設置工事完了日または引渡し日から１２か月間保証す

るものとし、この保証期間内において故障が生じた場合には、

当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講じる

ものとします。ただし、加入者がＳＴＢを本来の用法に従っ

て使用しなかった場合には、この限りではありません。 

３．当社が、加入者に貸与したＳＴＢ、Ｂ－ＣＡＳカード及

びＣ－ＣＡＳカードは、解約時及び解除時に当社に返還する

ものとします。なお、加入者が故意又は過失によりＳＴＢを

破損或いは紛失した場合には、第８条（解約）で規定する未

返却時の機器損害金を適用し、リモコン等の破損、故障或い

は紛失した場合は有償にて当社より購入することとする。ま

た、当社が必要と認める場合を除き、加入者はＳＴＢの交換

を請求できません。 

４ デジタル放送サービスは、当社の指定するＳＴＢが設置

された場合のみご利用いただけます。 

 

第２０条（他の放送サービスの機器等の使用） 
ＲＣＣ ＴＶデジタルサービスの加入者は、ＨＴ（付属品を含みます。）の追加使用を申

し出ることができます。 

２．当社が承諾し、前項の機器等の設置を行った場合には、加入者は、それに要した費

用を負担するものとします。 

３．前２項の追加を行った場合の当該機器等の使用料は、料金表に定めます。 

４．加入者は、ＲＣＣ ＴＶデジタルサービスを解約した場合にもかかわらず、追加し

た第１項の他の放送サービスの機器等の使用を継続する場合には、ケーブルテレビサー

ビスに移行したものとみなします。この場合はその料金に従っていただきます。 

５．加入者は使用上の注意事項を厳守して当該機器等の維持管理するものとします。 

６．加入者は故意または過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理にかかる実

費相当分を、または、紛失および修理不能による場合は、第７条（解約）で規定する未

返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。 

 

第２１条（維持管理責任の範囲） 

当社の維持管理責任の範囲は、当社施設とします。なお、加入者は当社施設の維持管理

の必要上、当社のサービスの、全部または一部が停止することがあることを承認するも

のとします。 

２．加入者の維持管理責任の範囲は、加入者施設とします。 

 

第２２条（施設の故障等に伴う費用負担） 

当社は、加入者から当社が提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場

合には、これを調査し必要な借置を講ずるものとします。異常の原因が加入者施設によ

る場合は、加入者は、その修復に要する費用（修復を伴わない場合は派遣に要した費用）

の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。 

２．加入者は、加入者の故意または過失により当社施設（当社機器等を含みます。）に故

障または損傷が生じた場合は、この修復に要する費用の額に消費税相当額を加算した額

を負担するものとします。 

 

 

第６章 損害賠償 

 

第２３条（放送内容の変更） 

当社は、放送内容を変更することがあります。なお、変更によっておこる損害

の賠償には応じません。 

 

第２４条（免責事項） 

当社は、次に該当する場合に対する損害の賠償には応じません。 

（１） 天災地変その他当社の責に帰さない事由等によりサービスの提供の中

止を余儀なくされた場合 

（２） 当社の責に帰さない事由または受信障害により放送内容の全部または

一部に画面症状（画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の静止、受信

不能等の症状をいいます。）が発生した場合 

（３） 当社の責に帰さない事由等により機器等が正常に動作しなかったこと

により不具合が生じた場合 

２．当社は、サービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加

入者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義

務を一切負わないものとします。 

第７章 ＩＣカード 

 

第２５条（Ｂ－ＣＡＳカードの取扱い） 

ＳＴＢに挿入されるＢ－ＣＡＳカードに関する取扱いについては、加入者と株

式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「Ｂ－ＣＡＳカード

使用許諾契約約款」に定めるところによります。 

 

第２６条（Ｃ－ＣＡＳ） 

当社は、ＲＣＣ ＴＶデジタルサービスの加入者に、Ｃ－ＣＡＳカードをＳＴＢ１台に
１枚を貸与します。 

２．Ｃ－ＣＡＳカードの所有権は、当社に帰属するものとし、加入者は第７条（解約）

及び第８条（停止および解除）の規定により解約または当社が行う契約の解除を行うま

では、ＳＴＢに常時装着された状態で、使用し、善良なる管理者の注意義務をもってＣ

－ＣＡＳカードを管理しなければなりません。 

３．加入者の責めにならないＣ－ＣＡＳカードの故障によって受信障害が発生したと当

社が認定した場合および、当社の判断による場合は、当社は、Ｃ－ＣＡＳカードを交換

することがあります。 

４．加入者は、Ｃ－ＣＡＳカードの貸与、譲渡、質入れその他の処分等をすることは出

来ません。 

５．加入者は、次の各号を行うことはできません。 

（１） Ｃ－ＣＡＳカードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等のカードの機能

に影響を与えること 

（２） Ｃ－ＣＡＳカードを日本国外に輸出または持ち出すこと 
 

第２７条（Ｃ－ＣＡＳカードの紛失等） 

加入者はＣ－ＣＡＳカードを紛失しまたは盗難にあった場合は、当社にその旨を速やか

に届出なければなりません。 

２．当社は、届出を受理した場合においては、速やかに当該Ｃ－ＣＡＳカードを無効と

します。 

 

第２８条（Ｃ－ＣＡＳカードの再発行） 

当社は、Ｃ－ＣＡＳカードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を

行うものとします。この場合、加入者は、別に定めるＣ－ＣＡＳカード再発行手数料を

支払わなければなりません。 

 

第２９条（Ｃ－ＣＡＳカードの返却） 

加入者は、第７条（解約）及び第８条（停止および解除）の規定により解約または当社

が行う契約の解除を行う場合は、当社に対しＣ－ＣＡＳカードを直ちに返却しなければ

なりません。 

 

 

第８章 雑則 

 

第３０条（禁止事項） 

加入者は、当社が提供するサービスを、第三者にテープ・配線等により供給す

ることは無償・有償にかかわらず禁止します。 

２．加入者は、加入契約に定める台数を超える受信機等を接続することができ

ません。 

３．前項に違反した場合、加入者は違反した台数につき加入契約に基づくサー

ビスの提供の始期に遡り、契約したものとして当該利用料を当社に支払うもの

とします。 

４．当社の放送サービスの視聴を可能にする目的で、当社が設置した設備、機

器等以外の、不正な機器等を使用すること、本来のサービス利用の目的以外で、

当社の機器等を使用することはできません。 

５．加入者が契約に基づいてサービスを受ける権利は、譲渡することができま

せん。 

 

第３１条（加入者の氏名等の変更） 

加入者は、その氏名、名称又は住所が若しくは居所に変更があったときは、こ

れを証明する書類を添えて、すみやかに届出ていただきます。 

第３１条の２（加入者の地位の承継） 

相続または法人の合併により加入者の地位の承継があったときは、相続人また

は合併後相続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する

書類を添えて、すみやかに届け出ていただきます。 

２．前項の場合に、相続人が２人以上あるときは、そのうち１人を当社に対す

る代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様と

します。 

４．前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人のう

ちの１人を代表者として扱います。 

３．第１項及び第２項の届出をし加入者の地位の承継をした相続人または法人

は、当社が別に定める手数料をお支払いただきます。 

加入者は、次の場合に限り当社の承認を得て加入者の名義を変更できるものと

します。 

（１） 相続する場合 

（２） 新規加入者が、変更前の加入者の加入契約に定める機器等の設置場所に

おいて当社のサービスの提供を受けることについての加入者の権利義

務を継承する場合 

２．前項の名義変更を行う場合、新加入者となる者は当社の承認を得た上、名

義変更の書類を提出するものとします。 

 

第３２条（加入申込書記載事項の変更） 

加入者は、加入申込書に記載した事項について変更がある場合には、文書によ

って当社に申し出るものとします。 

 

第３３条（加入者に係る情報の取扱い） 

当社は、サービスを提供するために必要な加入者にかかわる情報を、適法かつ

公正な手段により収集し、適切に取り扱うものとします。また、加入申込者お

よび、加入者が当社に連絡する被紹介者についても、加入者に準じて取り扱い

ます。 

２．前項により、収集し知り得た加入者に係る氏名若しくは名称、電話番号、

住所若しくは居所、請求書の送付先等、およびその他当社が別に定める加入者

に関する情報を、当社は、次の各号の業務の遂行上必要な範囲を超えて利用し

ないものとします。 

（１） サービスの提供を開始、継続、または終了（カスタマーセンター対応、

施工、顧客管理、課金計算、料金請求、障害検知・復旧等の業務に必要

な場合を含みます。）するために利用する場合 

（２） 当社が提供するサービス（電話サービス、インターネット接続サービス、

有線テレビジョン放送サービスおよびそれぞれの付加機能、追加サービ

ス、付帯サービス等を含みます。）の加入促進を目的とした営業活動で

利用する場合 

（３） サービスの新規開発、サービス向上、顧客満足、解約理由の調査、分析

を行う場合 

（４） 加入者から個人情報の取扱いに関して、新たな同意を求めるため利用す

る場合 

３．当社は、前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する

場合があります。 

４．当社は、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を提供しな

いものとします。 

（１） 本人の同意がある場合 

（２） 加入者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収のた

め必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関に個人情報を開示

する場合 

（３） 裁判官の発布する令状により強制処分として捜索・押収等（刑事訴訟法



 
第２１８条）がなされる場合 

（４） 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会（刑事訴訟法第１９７条

第２項等）がなされた場合その他法令の規定に基づき提供しなければな

らない場合 

（５） 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必

要性がある場合 

（６） 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）で認められて

いる場合 

 

第３４条(宣伝活動に関する特約) 

加入者は、当社より送付される番組案内にチラシ等が同封されていることを了

承するものとする。 

２ 加入者は、当社が提供する番組の放送事業者より宣伝、販売促進活動がな

されることを了承するものとする。 

 

第３５条(電波障害地区に関する特約) 

本約款は、ビル・橋梁・鉄道高架・鉄塔等により電波障害を受ける地域につい

ても適用されるものとします。 

 

第３６条（準拠法） 

この約款に関する準拠法は、すべての日本国の法令が適用されるものとします。 

 

第３７条(合意管轄) 

加入者と当社との間における一切の訴訟については、水戸地方裁判所をもって

第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第３９条（言語） 

この約款の適用および解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外

の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。 

 

第４０条（定めなき事項） 

この約款に定めのない事項が生じた場合、当社及び加入者は契約約款の趣旨に

従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。 

 

第４１条(約款の変更) 

本約款は、総務大臣に届け出た上で改正することがあります。 

 

 

第９章 付帯サービス 

 

第４２条（ＲＣＣ ＴＶデジタルサービスの情報提供） 

当社は、ＲＣＣ ＴＶデジタルサービスの内容および放送時間を、原則として当社の指
定する番組検索サービス（以下「ＥＰＧ」といいます。）により提供するものとします。

ただし、ＥＰＧにより提供する内容および放送時間は、変更される場合があります。 

２．当社は、内容および放送時間の相違、間違いならびに変更によっておこる損害の賠

償には応じません。 

 

付則 

（１） 当社は、特に必要がある時は、この約款に特約を付することができます。 

（２） 一括加入、臨時加入、ホテル・旅館、業務用等については別に定めます。 

（３） この約款は、平成１７年９月１日から施行します。 


